
 

京 都 大 学 創 立 百 二 十 五 周 年 記 念 事 業 委 員 会 要 項 等 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

 

京都大学創立百二十五周年記念事業委員会要項 

（平成２５年１２月１０日総長裁定） 

 

 （前 略） 

第２ 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 総長 

 (2) 理事（非常勤の理事を除く。） 

 (3) 総長が指名する副理事 

 (4) 副学長（第２号に掲げる者を除く。） 

 (5) 研究科長 

 (6) 附置研究所の長 

 (7) 医学部附属病院長 

 (8) 放射線生物研究センター長、生態学研究セン

ター長、フィールド科学教育研究センター長、

こころの未来研究センター長及び野生動物研究

センター長のうちから総長が指名するもの １

名 

 (9) 国際高等教育院長、環境安全保健機構長、情

報環境機構長、図書館機構長、産官学連携本部

長及び国際戦略本部長 

 (10) 物質―細胞統合システム拠点長及び高等研

究院長 

 (11) その他部局長のうちから総長が指名するも

の １名 

(12) 総長が指名する事務本部の部長  

 （後 略） 

 

 

京都大学降任等審査委員会要項 

（平成２４年３月２８日総長裁定） 

 

 （前 略） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 人事制度検討会の委員 ３名 

(2) 総務部法務・コンプライアンス課専門業務職

員（法務・コンプライアンス担当） １名 

(3) その他審議事案ごとに委員長が必要と認める

者 若干名 

２ 前項各号の委員は、総長が委嘱する。 

 （後 略） 

 

京都大学教務事務電算管理運営委員会要項 

（平成元年１月２５日総長裁定） 

 

 （前 略） 

第６ 委員会に関する事務は、企画・情報部情報推

 

 

 

 

 

第２ 

 (1)  

 (2)  

 (3)  

 (4)  

 (5)  

 (6)  

 (7)  

 (8) 

 

 

 

 

 (9) 

 

 

 (10) 高等研究院長 

 

 (11)  

 

 (12)  

 

 

 

 

 

 

 

第３条  

(1)  

(2) 総務部法務室専門業務職員（法務・コンプラ

イアンス担当） １名 

(3)  

 

２  

 

 

 

 

 

 

第６ 委員会に関する事務は、教育推進・学生支援

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 

進課において処理する。 

 （後 略） 

 

京都大学研究連携基盤要項 

（平成２７年３月２５日総長裁定） 

 

 （前 略） 

別表 

（略） 

こころの未来研究センター 

物質―細胞統合システム拠点 

 

 

京都大学監査室要項 

（平成２５年３月２７日総長裁定） 

 

 （前 略） 

第３ 監査室に室長、副室長及び室員を置く。 

２ 室長は、法務・コンプライアンス担当の副学長

をもって充てる。 

３ 室長は、監査室の室務を総括する。 

４ 副室長は、総務部法務・コンプライアンス課長

をもって充てる。 

５ 副室長は、室長の職務を助け、監査室の室務を

整理する。 

６ 室員は、総務部法務・コンプライアンス課の職

員のうちから室長が指名する者をもって充てる。 

７ 前項に定めるもののほか、第２に定める業務を

行うに際し室長が必要と認めるときは、事務本部

の職員のうちから室員を委嘱することができる 。 

８ 室員は、室長の命を受け、監査室の室務に従事

する。 

 （後 略） 

 

 

国立大学法人京都大学内部監査規程 

（平成１７年６月１４日総長裁定） 

 

 （前 略） 

（監査の実施） 

第３条 監査は、監査室が実施する。 

２ 監査は、原則として、実地監査により行う。た

だし、状況によっては、監査を受ける部局等（各

研究科等（各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院及び各センター（国立大学法人京

都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第１

号。以下この項において「組織規程」という。）第

３章第７節から第１２節に定める施設等をいう。）

部教務企画課において処理する。 

  

 

 

 

 

 

別表 

（同 左） 

こころの未来研究センター 

高等研究院物質―細胞統合システム拠点 

 

 

 

 

 

 

第３  

２  

 

３  

４ 副室長は、監査担当事務室長をもって充てる。 

 

５     （同 左） 

 

６ 室員は、監査担当事務室の職員をもって充てる。 

 

７  

 

 

８  

 

 

 

 

 

 

 

 

（監査の実施） 

第３条   （同 左） 

２ 監査は、原則として、実地監査により行う。た

だし、状況によっては、監査を受ける部局等（各

研究科等（各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院及び各センター（国立大学法人京

都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第１

号。以下この項において「組織規程」という。）第

３章第７節から第１２節までに定める施設等をい

（同 左） 

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 

をいい、組織規程第５６条第１項の部局事務部等

を含む。）、事務本部の各部及び各共通事務部をい

う。以下「監査の対象部局」という。）から書類等

を取り寄せ、書面審査により行うことができる。 

 （後 略） 

 

 

京都大学公印規程 

（平成１７年６月９日総長裁定） 

 

 （前 略） 

（公印の作成等） 

第３条 公印の作成、改刻又は廃止は、次条から第

６条までの規定により、次に掲げる公印の区分に

応じ、当該各号に掲げる者（以下「公印制定者」

という。）が行うものとする。 

(1) 国立大学法人京都大学及び京都大学の印、総

長、学長、理事及び監事の印 総務部総務課長 

(2) 副学長の印 教育推進・学生支援部学生課長 

(3) 事務本部の所掌に係る公印 当該部長が指定

する課長 

(4) 別表の種類欄に掲げる公印のうち前３号に掲

げる公印以外の公印 当該公印を作成、改刻又

は廃止する共通事務部の事務部長又は部局の事

務部長若しくは事務長 

２ （略） 

 （後 略） 

 

 

京都大学の名義並びに京都大学マーク、エン

ブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関

する規程 

（平成２１年１０月２０日総長裁定） 

 

 （前 略） 

 （事務） 

第１５条 本学の名義等の使用に関する事務は、企

画・情報部広報課において処理する。 

 （後 略） 

 

 

京都大学事務委任等規程 

（昭和４５年１０月３１日総長裁定） 

 

 （前 略） 

第３条 総長は、各部局及び事務本部の各部の長に、

旅行命令又は旅行依頼に関する権限のうち、それ

ぞれ当該部局又は事務本部の各部の教職員等に対

う。）をいい、組織規程第５６条第１項の部局事務

部等を含む。）、事務本部及び各共通事務部をいう。

以下「監査の対象部局」という。）から書類等を取

り寄せ、書面審査により行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（公印の作成等） 

第３条  

 

 

 

(1) 

 

(2)  

(3) 事務本部の所掌に係る公印 当該部長が指定

する課長又は監査担当事務室長 

(4) 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務） 

第１５条 本学の名義等の使用に関する事務は、総

務部広報課において処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 総長は、各部局並びに事務本部の各部及び

監査担当事務室（以下「事務本部の各組織」とい

う。）の長に、旅行命令又は旅行依頼に関する権限

（同 左） 

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 

し旅行命令を発し、及び当該部局又は事務本部の

各部の教職員等以外の者に対し当該部局又は事務

本部の各部の用務に係る旅行依頼を発する権限を

委任する。 

 

 （中 略） 

第９条の３ 総長は、物質―細胞統合システム拠点

において外国に所在する研究機関に所属する研究

者を招へいして雇用する場合において、当該研究

者との間で宿舎その他当該雇用期間における住居

に係る条件について契約を締結する必要があると

きは、当該契約の締結に関する事務を物質―細胞

統合システム拠点長に委任する。 

第９条の４ 

第９条の５ 

 （中 略） 

第１２条 第３条及び第４条第１項の規定により委

任を受けた各部局、各学系等又は事務本部の各部

の長並びに第４条第２項の規定により当該事務を

専決することとされた各部局又は各学系等の長

は、その事務を、部局又は事務本部の各部にあっ

ては当該部局又は事務本部の各部の職員に、学系

等にあっては当該学系等の事務を処理する事務組

織の職員に専決させることができる。この場合に

おいて、当該部局、学系等又は事務本部の各部の

長は、その専決をさせる者及び範囲を定め、これ

を当該専決をさせる者に通知しなければならな

い。 

 （後 略） 

 

 

のうち、それぞれ当該部局又は事務本部の各組織

の教職員等に対し旅行命令を発し、及び当該部局

又は事務本部の各組織の教職員等以外の者に対し

当該部局又は事務本部の各組織の用務に係る旅行

依頼を発する権限を委任する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条の３ 

第９条の４ 

 

第１２条 第３条及び第４条第１項の規定により委

任を受けた各部局、各学系等又は事務本部の各組

織の長並びに第４条第２項の規定により当該事務

を専決することとされた各部局又は各学系等の長

は、その事務を、部局又は事務本部の各組織にあ

っては当該部局又は事務本部の各組織の職員に、

学系等にあっては当該学系等の事務を処理する事

務組織の職員に専決させることができる。この場

合において、当該部局、学系等又は事務本部の各

組織の長は、その専決をさせる者及び範囲を定め、

これを当該専決をさせる者に通知しなければなら

ない。 

 

 附 則 

 この要項は、平成２９年４月１日から実施する。 

 

（同 左） （略） 


